
子育て中の従業員を雇夕目 している

事業者の皆さまへ

令和 ２年 ４Ｊ１　２　３　日

新潟市こ ども未来部長

市内保育施設等の登園 自粛要請に伴 うご協力 について （お願い）

緊他、事ぢ鼈言の発令に伴い、 市内の保育園、認定こ ども回や放課後見ｔク ラブ

などの保育施設等について も、 感染拡大防止のた め、 施設 甄１ での菟密 を避けるた

め、 ｉｉ］＾能なほり 、利 Ｊ≡目を 自粛いただく よう 保護者の皆さ まにお願いを 芭させてい

ただいた とこ ろです。

つき ましては、子育て中の従業員を雇夕目している事業者におかれましても 、ｍ

来るほり 、家庭での保育等がｊｊ］九と なる よう 、休皸の旬、得な ど、 特獸のご髱慮を

いた だき ます よう おＳいい たし ます。

なお 、こ れに伴う 休業補償 につ きま して は、 厚生労働省に よる 「小学校休業等

対応助成金」 等を ご垢用いただけますので併せてお知 らせいた しま す。

記

登園 自粛要請期間　令和 ２年 ４１ ２０ 日（１） から ５Ｊ１１ ０日 （日 ）まで

※放課後児童クラブは、４ Ｊ１ ２３ 日（水） から

【参考送喘】

○緊懾、事ｔ宣言に伴 う保育回等のを園 自粛について （おＳい）［令和 ２年 ４Ｊｊ

２０ 日付保育園、 簒定こども園等を利篦する保護者のｊ＝ｉ窖＿］け）

Ｏ小学校休業等対応助成金 （労働者を雇用する事業主の方自け）

問い合わせ先

新潟市こ ども 未来部

保育課（保育園等に関する こと）

こども政策課 （放氛後見ｔクラブに関するこ と）

０２ ５－２２６－ １２ １４

０２ ５－ ２２ ６－ １１ ９７



保育回・ 認定こども回等を利Ｊ≡目 している

お子 さん の保護者の皆 さまへ

参考送イ才１

令和 ２年 ４１ ２０日

新潟市こ ども未来部保育課長

緊急事態宣言のｊきｉ に伴 う保育園等の登園 自粛につ いて （お願い）

保護者の皆さ まに は、 日ごろよ り、 教育 ・ほ育施鼈の運営にご協力 をいただき厚 くお礼

申し上げます。

さて、令和２ 年４ Ｊ１ １６ 日に政府によ る「緊急事態ま言」の対象丿七域が全国に拡大さ

れ、 １７ 日に、新潟県知事が外范の自粛、ノ」ヽ 中学校の臨時休業等の要請があ りま した。

市鸚保育園等は、 私き 続き 索弧いた しますが、新をコ ロナ ウイ ルス感染拡大防止のた

め、 令和 ２　 ４ｊｌ　２　１　日から５ ｊ　１　０　日までの　　、保育の提供を縮小して実施します。

保護者の皆さ まに は、　 「中　 ’ｉｉ」‘能な限 り　 を　や延　保　 のご 」用 を自　 していただ

きますよ うご　力をお願いいたします

なお、事を休むこ とができ ないなど　保　が必要な方については　 ｜き　 きご ｌｊ用い

ただけますの でご安む くだ さい。

つき ましては、期笥申のを国の意自］をすＥ握し、国でのイ宋育の体執を整えるため、緊添の

「を挑自粛ぞ請期虱申の保育意「氛確認カー ド」 を国に提芭いただきますよ うお願いいたし

ます。

なお、その際の利ＪＩ者負祖額 （保有料等） については、 リ、下の とお りなり扱います。

記

１　 登園をしなかった場合の保育料について （３ 号認定のみ）

を園 自粛要請期間 中（ ４Ｊｊ２ ０日 から ５１ １０ 日） 、を園を しなかっ た回児の保育料に

ついては、を園しなかった 日数に応 じて減額する こと とし、一えａ常どおり の額でお支

払いいた だき 、軽減額を算定し た上で後 日ぎ付いたし ます。

手続き等の詳細はＳＤ途お知らせします。

２　 給食につ いて

期間 中についても 、原則丿常通 り給食をを供 しま す。

ただ し、 園での体制の確保など、安をに給食をを供するこ とが困難である場合は、昼食

の持参を お願いす る場合も あり ますので、ご協力 をお願い しま す。

※期間中の給食費 （１ 号・ ２号認定のみ）のなり 扱いについて は、 各圉 より Ｓｌｊ途 ご連

絡いたします。

【問い合わせ先】

保育園の運営 に関する こと

保育料に 関す ること

保育指導グループ

保健 ・給食グループ

ミ営 ・給付グループ

０２５－２２６－ １２ １５

０２５－ ２２６－ １２２１

０２５－２２６－ １２２５

０２ ５－ ２２ ６－ １２ ２７



労働者を雇ＪＥ目 する事業主の皆さまへ

讚
ｙ
Ｊ

Ｊ
　
サ

－－－－－－一一一一

：： ・　 －　　　 ｌｊ

ヤＴフ

回

ｌｉ’・ ｉぷ・ｚ　－－ －－ ●ｉ　－

Ｅき＝ゴ｀Ｌ

……づどこ…………… 。……………

り厚生労働
ルス感染痙に

牡ノゲ心土な
｀　　　　　　　　 ●－ －　　　 ＺＳ

・都Ｓ府
参考送イ才２

玩くだ　い
・・・・・・・・回■－・回回回回回回回回回回９９９９９９回回回９回回９９９９９９９９Ｓ．・－　Ｓ・　・・・９１　 Ｎ・・　 』－ｊ　 ・－回９９　 １－・１９９１１１１１－・－１１　 １９’　 ・－　・－・・９’ 回９９１１１１１１１１１Ｍａ ・・－－・・－－－・－－－ｊｌ　 －　 －　 －－－　 －－　 －－－　 一一　－　 －　 －－－　 －　 －　 －－－　 ・回２．．・．． ．．． ．`．．＆．、．． ．． ．．．．．．．．．． ．．．． ．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一一　－

令和 ２年 ２　ＪＥ１　２７ 日から６ 月３ ０日 までの間 に、 以下の子どもの世話を保護者として行うことが必

回となったタヨ働者に対し、有給（賃ｔ。全額支給） の休ｌｌ （カイｌａ準５Ｅｉ！ｉ上の年次有給休ＩＲを

除く）をＳ得させた事業主は助成１・の対象となります！

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどにａづき、 臨時休業などをした
小学校などにｉ！う子ども

②新Ｓコロナウイルスに感染した子どもなど、ノお学校などを休む心Ｓがある子ども
＊詳細は裏面をご参Ｓ くだ さい

事業主の皆さまには、 この助成きを活用して有給の休暇制度をＳけていただき
４Ｊ’ふ ＩＶノ｜‾ｌ ｔ二ふ１ｔ－ ｌ（あχ　Ｉ一一ｉ４／Ｗｊ四Ｉｌｌ ’ａ．Ｊ●－）１ １．１Ｗ　χ。 ７Ｓ　ＩＩ・Ｓ・Ｉ　ＳｇｓＳ　‾Ｆｉ●ｐ・χＩｌｌＳ㎝’１１． １１ＸＷ／　ｉ．．Ｖ ●ｆＳ・ ＩＱｌち －Ｉ－」’のｌｉ無にかかわらずｌ！ＩＪｌｌできるようにすることで，。 がＳＳにｊＳじて４水ｌｌを】ｌ叉Ｓで

きる環境を整えていただけるようおｊ顳いします。

助成内容 ：有給・休暇を取得した対象労働者に支払つた賃歯１相当額ｘ １０／１０
Ｓ１４１；的には。対象Ｓ働者 １人につき， 対象労働きの日ＳＳ算賃金ＩＰＸ有給休ｌｌの日数で算出した台Ｓｔ額を支給します。

Ｘ各対象ＳＳ者のｉｉ常の賃ｔを日額換ｇしたもの（ ８， ３３ ０Ｐヨを上ｌｌとする）

申請期間 ：‘令和 ２年９月３０日までです。

＊①ＳＪＩ保険被保険者の方ｍ と， ②Ｓｊ目保険を保険者以外の方Ｊ１１の ２Ｓ　の様式があり ます。
＊事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。また， 法人内の対象１ぢ働者についてｉｌ能な

限りまとめて申請をおｊ願いします。
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①　型コロナウイルス

「臨時休業等」とは

症に関する対応として臨時 等をした小学校等に通う子ども

・新型コロナウイルス感染症に関する対Ｓとして、ぺＪＸ学校などが臨時４本業した場台、自１台４本や放μ
後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。
なお、護者の自主的な判Ｓで休ませた場合は対象外です

Ｘただし、学校Ｒ力噺型コロナウイルスに関ましてｍ席しなくてもよいと認めたミ台は笂象と魍ます。
「小学校等」 とは

・小学ａ、義務教育学校の前期Ｓ程、各種学校（幼稚回またはノＪ ＼学校のほ程に類するほ程を

置くものにｍる） 、特別支Ｓ学校（ｔての部）

が障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期Ｗ邑、高等学校、
各種学校 （高等学校までのほＲに類するほ程）なども含む。

・ａ課後児Ｓクラブ、 放課後等ディサービス

・幼稚回、保育所、認定こども回、 認ｉｌ　　育施設、 家庭的保育事業等、
子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の適所支援を行う施Ｓなど

②　型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を　む必要がある （。）子ども

（ア）

（イ）

（ウ）

新型コロナウイルスに感染した子ども

新ＳコロナウイルスにＳＳＩしたおそれのある子ども（Ｒ熱などのａＳｔｌ犬、 ＳＳＥほＭ者）
医療的ケアが日常的に必Ｓな子ども、または新型コロナウイルスに感染した場台に重症化する
リスクの高い基礎疾患などを有する子ども

Ｘ学校の場合は、 学校長が出席を停止し、または■席しなくてもよいと認めた場合をいいます。

③対象となる

・親Ｓｔｌ、 未成年ａＲ人、そのｊ胞の者（・親、Ｓ父ａ１など） であって、子どもを現に監Ｓする者が

対象となります。

・き事Ｓ主が有給４木Ｓの対象とする場台は、子どもの世Ｓを一時的に補助する親Ｓもきみます。

Ｘ業種・ａ種を問わず、事業主にＳＪｉｌされるＳり偕老が対象となります。

④対象となる有給の休ｌｌの範回

土日 ・祝日にｌｌｘ得した・休暇のａい

「①に該当する子ども」に関する４水Ｓの対象はＪＸ下のとおりです。

・学校： 学；咬のｉｉ４の４永日以夕｜ヽの日（ＸＢＢ１日や春休みなどｊｉｌ４休みの日は対象外）

・その他の皿皿後２Ｓクラブなど） ：本来施ＳがｉＥＩｌｊｌｌｉｉＩＳな日

「②に該当するに子ども」に関する休Ｓの対象は以下のとおりです。

・ｉｉ４の４永日にかかわらず、ｔｊｌ【１２年２ｊ！１ ２７日から回年６ｊｌ３０日までの回は１１：ての日ｊ，４１象

半日単位の休暇、 時間単位の休暇のａい
・１１象となります。

なお、勤務時間短縮は所定タヨ働時間自体の短縮措置であり、 ｊ休暇とは異なるため対象外となります。

舗：業Ｓ則なａこおけるＳ定の有無

・ｊ休暇制度について就集規則や社内鼎！定の整備を行うことが望ましいですが、就業Ｓ則などがＳ偏
されていないＳ合でも、Ｓｆｌ：に該当する４永ｌｌを付与した場合は１１象となります。

年次有給４氷暇や欠勤、勤務時間縦縞を、事後的に特別丿休暇にＳりａえたｊ１台のＳい
・対象になります。ただし、事後的に特別４木暇に振り替えることについて労働者本人に説ｌｌｌ し、

同意を得ていただくことが必要です。

労働者にヌｉｌして支払う賃１金の額

・年次有給休暇をな得した場台に支払う賃金の額を支１ムうことが必、要です。

助成金ｙの支給上限である８，３３０Ｐモｌを加える場台であっても、 ｔ額を支１ムう心要があります。
令和 ２年 ４Ｊｉ１ ５日 作成


